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本
会
の
５
委
員
会
の
う
ち
、
地

方
行
政
委
員
会
が
７
月
２２
日
、
建

設
運
輸
委
員
会
が
２６
日
、
社
会
文

教
委
員
会
が
２９
日
、
そ
れ
ぞ
れ
会

議
を
開
き
、
平
成
２３
年
度
政
府
予

算
の
概
算
要
求
に
向
け
た
要
望
を

決
定
し
た
。
今
号
で
は
地
行
・
建

運
・
社
文
の
３
委
員
会
の
会
議
概

要
等
を
紹
介
す
る
�
建
運
・
社
文

は
４
面
掲
載
。
な
お
、
地
方
財
政

委
員
会
は
１６
日
、
産
業
経
済
委
員

会
は
２０
日
、
既
に
会
議
を
開
催
し

た
�
本
紙
１
７
６
７
号
に
掲
載
。

大
島
敦
・
内
閣
府
副
大
臣
を
会

議
に
迎
え
、
地
方
行
政
委
員
会
は

第
１
２
６
回
委
員
会
を
東
京
・
都

市
セ
ン
タ
ー
会
館
で
開
催
し
た
。

会
議
で
は
「
地
方
消
費
者
行
政

の
充
実
・
強
化
」
に
つ
い
て
、
大

島
副
大
臣
か
ら
説
明
を
聴
取
し
た

の
ち
、
要
望
を
決
定
�
下
掲
。
会

議
終
了
後
、
高
田
正
弘
・
委
員
長

（
井
原
市
）
、
宮
忠
志
・
副
委
員

長
（
恵
庭
市
）
、
国
兼
晴
子
・
副

委
員
長
（
大
和
市
）
は
、
政
府
関

係
と
し
て
小
川
淳
也
・
総
務
大
臣

政
務
官
、
与
党
関
係
と
し
て
吉
田

お
さ
む
・
民
主
党
副
幹
事
長
に
面

談
す
る
な
ど
、
関
係
各
方
面
に
対

し
要
請
運
動
を
展
開
し
た
。
ま
た
、

各
委
員
は
、
地
元
選
出
国
会
議
員

へ
要
請
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
と

し
た
。
こ
の
ほ
か
当
日
は
、
総
務

省
自
治
行
政
局
の
田
谷
聡
・
市
町

村
体
制
整
備
課
長
か
ら
、
広
域
行

政
に
関
す
る
説
明
を
聴
取
し
た
。

全
国
市
議
会
議
長
会
は

こ
の
ほ
ど
、
平
成
２１
年
１２

月
３１
日
現
在
の
「
市
議
会

議
員
定
数
・
報
酬
に
関
す

る
調
査
結
果
」
を
ま
と
め

た
。調

査
結
果
で
は
、
全
国

８
０
６
市
の
市
議
会
議
員

の
実
数
は
２
万
１
３
１
５

人
で
、
１
市
あ
た
り
平
均

２６
・
４
人
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
結
果
を
前
年
と
比
較

す
る
と
、
議
員
実
数
は
５

２
７
人
減
、
１
市
あ
た
り

平
均
０
・
７
人
減
と
な
っ

て
い
る
。（
調
査
結
果
は
７

月
９
日
、
全
市
へ
送
付
し

た
ほ
か
、
本
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
る
）

【
２
面
へ
続
く
】

【
上
】
会
議
で
説
明
す
る
大
島

敦
内
閣
府
副
大
臣
【
中
】
高
田

正
弘
地
行
委
員
長
（
井
原
市
）

【
下
】
正
副
委
員
長
が
吉
田
お

さ
む
民
主
党
副
幹
事
長
と
面
談

（
右
か
ら
大
和
市
、
民
主
党
副

幹
事
長
、
井
原
市
、
恵
庭
市
）

１
�
地
域
主
権
改
革
の
推
進
�
地

域
主
権
改
革
関
連
３
法
案
の
早
期

成
立
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の

見
直
し
と
都
道
府
県
か
ら
市
町
村

へ
の
権
限
移
譲
、
義
務
付
け
・
枠

付
け
の
見
直
し
と
条
例
制
定
権
の

拡
大
、
国
の
出
先
機
関
の
廃
止
・

縮
小

２
�
地
方
議
会
の
権
能
強
化
等
�

地
方
議
会
議
員
の
法
的
位
置
付
け

の
明
確
化
、
地
方
議
会
の
権
能
強

化
、
地
方
議
会
議
員
選
挙
に
お
け

る
法
定
ビ
ラ
頒
布
の
制
度
化

３
�
消
防
防
災
体
制
の
充
実
強
化

�
消
防
防
災
施
設
・
設
備
整
備
に

対
す
る
財
政
措
置
の
充
実
、
消
防

広
域
化
事
業
に
対
す
る
財
政
措
置

の
充
実

４
�
過
疎
地
域
の
自
立
促
進
�
過

疎
地
域
に
対
す
る
財
政
措
置
の
充

実
、
税
制
の
抜
本
改
革
等
に
当
た

っ
て
の
過
疎
地
域
へ
の
配
慮

５
�
合
併
市
町
村
に
対
す
る
支
援

の
拡
充
及
び
国
の
制
度
創
設
・
改

正
時
の
シ
ス
テ
ム
構
築
等
�
合
併

市
町
村
に
対
す
る
財
政
措
置
の
充

実
等
、
国
の
制
度
創
設
・
改
正
時

の
シ
ス
テ
ム
構
築

６
�
基
地
対
策
関
係
予
算
の
確
保

等
�
基
地
交
付
金
・
調
整
交
付
金

の
所
要
額
確
保
等
、
基
地
周
辺
対

策
事
業
の
充
実
強
化
、
補
助
金
の

一
括
交
付
金
化
、
日
米
地
位
協
定

の
抜
本
的
な
見
直
し

７
�
治
安
対
策
の
強
化
等
�
治
安

対
策
の
強
化
、
拉
致
問
題
の
全
容

解
明
と
早
期
解
決

８
�
北
方
領
土
返
還
�
早
期
の
返

還
実
現
、
北
方
領
土
隣
接
地
域
の

振
興
対
策

９
�
人
権
救
済
制
度
の
確
立

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1768号８月５日平成22年
（2010年）

本
会
５
委
員
会
の
活
動
状
況

地地
行行
７７
月月
２２２２
日日
、、建建
運運
２２６６
日日
、、社社
文文
２２９９
日日
、、会会
議議
開開
くく

地地
方方
行行
政政
委委
員員
会会

のの
主主
なな
要要
望望
事事
項項

議議員員定定数数調調査査
ままととめめるる
本 会

小
川
総
務
政
務
官
（
右
か
ら
２

人
目
）
へ
正
副
委
員
長
が
要
望

（１） 平成２２年８月５日 第１７６８号
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２２
��
法法
定定
上上
限限
数数
別別

のの
議議
員員
定定
数数
のの
状状
況況

ま
ず
、
各
市
議
会
の
議
員
定
数

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
実
態
に
近

い
形
で
の
定
数
を
み
る
た
め
に
合

併
特
例
法
を
適
用
し
て
い
な
い

「
７
７
５
市
」
の
状
況
を
み
て
み

る
【
表
①
】
。

「
７
７
５
市
」
の
う
ち
、
自
治

法
９１
条
第
２
項
の
人
口
段
階
別
の

法
定
上
限
数
を
議
員
定
数
と
定
め

て
い
る
市
は
１
０
８
市
で
全
体
の

１３
・
９
％
、
法
定
上
限
数
未
満
を

議
員
定
数
と
定
め
て
い
る
市
（
減

員
市
）
は
６
６
７
市
で
、
そ
の
割

合
（
減
員
市
率
）
は
８６
・
１
％
と

な
っ
た
。

ま
た
、
減
員
市
率
を
前
年
（
２０

年
末
現
在
）
８１
・
８
％
と
比
べ
る

と
、
４
・
３
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て

い
る
。

次
に
、
「
法
定
上
限
数
合
計
」

２
万
４
９
１
８
人
か
ら
「
条
例
定

数
合
計
」
２
万
３
２
８
人
を
除
い

た
「
減
員
数
合
計
」
は
４
５
９
０

人
と
な
っ
た
。

ま
た
、
「
減
員
数
合
計
」
４
５

９
０
人
の
法
定
上
限
数
に
占
め
る

減
員
数
の
割
合
（
減
員
率
）
は
１８

・
４
％
と
な
り
、
前
年
の
１７
・
４

％
に
比
べ
１
・
０
ポ
イ
ン
ト
増
加

し
た
。

ち
な
み
に
、
７
７
５
市
に
お
け

る
「
法
定
上
限
数
合
計
」
は
２
万

４
９
１
８
人
で
、
１
市
あ
た
り
の

平
均
は
３２
・
２
人
。
前
年
と
比
べ

０
・
１
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
た
。

さ
ら
に
、
「
条
例
定
数
合
計
」

は
２
万
３
２
８
人
で
、
１
市
あ
た

り
の
平
均
は
２６
・
２
人
。
前
年
と

比
べ
０
・
３
ポ
イ
ン
ト
減
少
し

た
。

合
併
特
例
法
を
適
用
し
て
い
な

い
７
７
５
市
に
お
け
る
法
定
上
限

数
別
の
議
員
定
数
の
状
況
は
【
表

�
】
の
と
お
り
。

ま
ず
、
各
「
法
定
上
限
数
」
ご

と
の
「
市
数
合
計
」
の
う
ち
「
法

定
上
限
数
未
満
を
議
員
定
数
と
し

て
い
る
市
」
の
割
合
で
あ
る
「
減

員
市
率
」
を
み
る
と
、
「
法
定
上

限
数
」
の
段
階
で
は
「
９６
人
」
（
２

市
）
、
「
８８
人
」
（
１
市
）
、
「
８０

人
」
（
１
市
）
、
「
７２
人
」
（
４

市
）
が

い

ず

れ

も
１
０
０
・
０

％
。
次
い
で
「
５６
人
」
（
１７
市
）

で
は
９４
・
１
％
、
「
４６
人
」
（
４５

市
）
で
は
９１
・
１
％
、
「
２６
人
」

８８
・
６
％
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
全
国
平
均
の
「
減
員
市

率
」
８６
・
１
％
を
下
回
っ
て
い
る

「
法
定
上
限
数
」
の
段
階
は
「
３０

人
」
８５
・
１
％
、
「
３８
人
」
８５
・

０
％
、
「
３４
人
」
８１
・
６
％
、
「
６４

人
」
６０
・
０
％
の
順
と
な
っ
た
。

次
に
、
「
法
定
上
限
数
」
に
対

し
て
減
ら
し
て
い
る
「
減
員
数
合

計
」
の
割
合
で
あ
る
「
減
員
率
」

を
み
る
と
、
「
法
定
上
限
数
」
の

段
階
で
は
「
２６
人
」
が
２２
・
４
％

（
法
定
上
限
数
合
計
６
３
７
０

人
、
減
員
数
合
計
１
４
２
９
人
）

と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
３０
人
」
が

２１
・
０
％
（
法
定
上
限
数
８
０
４

０
人
、
減
員
数
１
６
８
７
人
）
で

全
国
平
均
１８
・
４
％
を
上
回
っ
て

い
る
。

ま
た
、
「
減
員
率
」
の
少
な
い

「
法
定
上
限
数
」
の
段
階
を
み
る

と
、
「
９６
人
」
５
・
７
％
、
「
６４

人
」
７
・
２
％
、
「
７２
人
」
８
・

３
％
、
「
４６
人
」
及
び
「
５６
人
」

【
１
面
か
ら
続
く
】

【
３
面
へ
続
く
】

１１
��
７７
７７
５５
市市
のの
市市
議議

会会
議議
員員
定定
数数
のの
状状
況況

区分

法定
上限数

法定上限数を議員定数としている市 法定上限数未満を議員定数としている市 市 数
合 計

法定上限
数 合 計

条例定
数合計

減員数
合 計

減員率
減 員
市 率

市数

（ａ）

法 定
上限数
（Ａ）

条例
定数
（Ｂ）

市数

（ｂ）

法 定
上限数
（Ｃ）

条例
定数
（Ｄ）

減員数
（Ｃ）－（Ｄ）
（Ｅ）

（ａ）＋（ｂ）
（ｃ）

（Ａ）＋（Ｃ）
（Ｆ）

（Ｂ）＋（Ｄ）
（Ｇ）

（Ｆ）－（Ｇ）
（Ｈ）

（Ｈ）／（Ｆ）（ｂ）／（ｃ）

２６人
（市）
２８
（人）
７２８

（人）
７２８

（市）
２１７

（人）
５，６４２

（人）
４，２１３

（人）
１，４２９

（市）
２４５

（人）
６，３７０

（人）
４，９４１

（人）
１，４２９

（％）
２２．４

（％）
８８．６

３０人 ４０ １，２００ １，２００ ２２８ ６，８４０ ５，１５３ １，６８７ ２６８ ８，０４０ ６，３５３ １，６８７ ２１．０ ８５．１
３４人 ２７ ９１８ ９１８ １２０ ４，０８０ ３，２４４ ８３６ １４７ ４，９９８ ４，１６２ ８３６ １６．７ ８１．６
３８人 ６ ２２８ ２２８ ３４ １，２９２ １，１０５ １８７ ４０ １，５２０ １，３３３ １８７ １２．３ ８５．０
４６人 ４ １８４ １８４ ４１ １，８８６ １，６３４ ２５２ ４５ ２，０７０ １，８１８ ２５２ １２．２ ９１．１
５６人 １ ５６ ５６ １６ ８９６ ７８０ １１６ １７ ９５２ ８３６ １１６ １２．２ ９４．１
６４人 ２ １２８ １２８ ３ １９２ １６９ ２３ ５ ３２０ ２９７ ２３ ７．２ ６０．０
７２人 ０ ０ ０ ４ ２８８ ２６４ ２４ ４ ２８８ ２６４ ２４ ８．３ １００．０
８０人 ０ ０ ０ １ ８０ ６８ １２ １ ８０ ６８ １２ １５．０ １００．０
８８人 ０ ０ ０ １ ８８ ７５ １３ １ ８８ ７５ １３ １４．８ １００．０
９６人 ０ ０ ０ ２ １９２ １８１ １１ ２ １９２ １８１ １１ ５．７ １００．０

合計
２１年・
７７５市

（市）

１０８

（人）

３，４４２

（人）

３，４４２

（市）

６６７

（人）

２１，４７６

（人）

１６，８８６

（人）

４，５９０

（市）

７７５

（人）

２４，９１８

（人）

２０，３２８

（人）

４，５９０

（％）

１８．４

（％）

８６．１

１人２人３人４人５人６人７人８人９人１０人１１人１２人１３人１４人１５人１６人１７人合計

２６人減員市数 ４ ２３ ５ ３８ ７ ３４ １０ ４３ １０ ２７ ８ ４ １ ２ １ ２１７
減員数 ４ ４６ １５ １５２ ３５ ２０４ ７０ ３４４ ９０ ２７０ ８８ ４８ ０ １４ ０ ３２ １７１，４２９

３０人減員市数 １ １７ ３ ２８ ５ ４８ ５ ４７ １４ ３０ ２０ ２ ５ ３ ２２８
減員数 １ ３４ ９ １１２ ２５ ２８８ ３５ ３７６ １２６ ３００ ０ ２４０ ２６ ７０ ４５ ０ ０１，６８７

３４人減員市数 １ １０ ２９ １ ２４ ５ １４ ２ １９ ２ ５ ２ ５ １ １２０
減員数 １ ２０ ０ １１６ ５ １４４ ３５ １１２ １８ １９０ ２２ ６０ ２６ ７０ ０ ０ １７ ８３６

３８人減員市数 １０ １ ４ ２ ５ １ ６ １ ２ ２ ３４
減員数 ０ ２０ ３ １６ １０ ３０ ７ ４８ ９ ２０ ０ ２４ ０ ０ ０ ０ ０ １８７

４６人減員市数 １ ５ ２ ６ １ １３ ２ １ ８ １ １ ４１
減員数 １ １０ ６ ２４ ５ ７８ １４ ８ ０ ８０ ０ １２ ０ １４ ０ ０ ０ ２５２

５６人減員市数 １ １ ２ ６ １ ２ １ １ １ １６
減員数 ０ ２ ３ ８ ０ ３６ ０ ８ ０ ２０ １１ １２ ０ ０ ０ １６ ０ １１６

６４人減員市数 １ １ １ ３
減員数 ０ ０ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ９ １０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２３

７２人減員市数 ２ ２ ４
減員数 ０ ０ ６ ０ ０ ０ ０ ０ １８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２４

８０人減員市数 １ １
減員数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １２ ０ ０ ０ ０ ０ １２

８８人減員市数 １ １
減員数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １３ ０ ０ ０ ０ １３

９６人減員市数 １ １ ２
減員数 ０ ０ ０ ４ ０ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １１

総計減員市数 ７ ６６ １４ １０９ １６ １３０ ２４ １１２ ３０ ８９ １１ ３４ ５ １２ ３ ３ ２ ６６７
減員数 ７ １３２ ４２ ４３６ ８０ ７８０ １６８ ８９６ ２７０ ８９０ １２１ ４０８ ６５ １６８ ４５ ４８ ３４４，５９０

【表①】７７５市の議員定数の状況

【表②】法定上限数別にみた市議会議員定数の状況（調査対象：「７７５市」）

【表③】法定上限数別にみた市議会議員定数の減員状況（調査対象：「６６７市」）

第１７６８号 平成２２年８月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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３３
��
法法
定定
上上
限限
数数
別別
にに

みみ
たた
定定
数数
のの
減減
員員
状状
況況

１２
・
２
％
、
「
３８
人
」
１２
・
３
％

の
順
と
な
っ
て
い
る

合
併
特
例
法
を
適
用
し
て
い
な

い
７
７
５
市
の
う
ち
「
法
定
上
限

数
未
満
を
議
員
定
数
」
と
定
め
て

い
る
６
６
７
市
に
つ
い
て
、
実
際

の
減
員
数
を
み
る
と
【
表
�
】
の

と
お
り
で
あ
る
。

法
定
上
限
数
か
ら
何
人
減
員
し

て
い
る
か
で
は
、
「
１
人
」
か
ら

「
１７
人
」
ま
で
大
き
な
ば
ら
つ
き
が

あ
る
。

ま
た
、
実
際
の
減
員
数
を
大
く

く
り
で
み
る
と
、
「
１
人
」
か
ら

「
９
人
」
ま
で
の
市
数
合
計
は
５

０
８
市

で

全

体

の
７６
・
２
％
、

「
１０
人
」
か
ら
「
１７
人
」
が
１
５

９
市
で
２３
・
８
％
と
な
っ
た
。

次
に
、
減
員
数
別
に
み
る
と

「
６
人
」
が
１
３
０
市
で
最
も
多

く
、
次
い
で
「
８
人
」
の
１
１
２

市
、
「
４
人
」
の
１
０
９
市
、
「
１０

人
」
の
８９
市
、
「
２
人
」
の
６６
市

の
順
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
最
大
の
減
員
数
は
「
１７

人
」
で
２
市
が
実
施
。
そ
の
う
ち

の
１
市
は
法
定
上
限
数
が
２６
人
で

あ
る
た
め
、
６５
％
も
減
員
し
て
い

る
こ
と
と
な
る
。
同
じ
く
「
１７
人
」

減
員
し
て
い
る
団
体
は
、「
３４
人
」

の
区
分
で
１
市
が
該
当
し
て
お

り
、
５０
％
の
減
員
と
な
っ
て
い

る
。次

い
で
「
１６
人
」
減
員
し
て
い

る
団
体
が
３
市
で
、
法
定
上
限
数

「
２６
人
」
の
区
分
で
は
２
市
（
６１

・
５
％
減
）
、
「
５６
人
」
の
区
分

で
は
１
市
（
２８
・
６
％
減
）
が
実

施
。
「
１５
人
」
減
員
は
３
市
で
、

い
ず
れ
も
法
定
上
限
数
「
３０
人
」

（
５０
・
０
％
減
）
の
市
で
あ
っ
た
。

減
員
し
て
い
る
市
の
数
が
最
も

多
い
法
定
上
限
数
の
区
分
は
「
３０

人
」
で
２
２
８
市
。
次
い
で
「
２６

人
」
が
２
１
７
市
、
「
３４
人
」
が

１
２
０
市
と
続
い
て
い
る
。
こ
の

３
区
分
で
減
員
総
数
（
４
５
９
０

人
）
の
う
ち
、
８６
％
（
３
９
５
２

人
）
を
占
め
て
い
る
状
況
。（
議

員
報
酬
は
次
号
に
掲
載
予
定
）

【
２
面
か
ら
続
く
】

▼
議
長

▽
津

川
崎
正
次
（
２
・
１５
）

▽
池
田

奥
野
康
俊
（
５
・
２０
）

▽
八
尾

長
野
昌
海
（
５
・
２０
）

▽
彦
根

大
橋
和
夫
（
５
・
２０
）

▽
笠
岡

山
本
俊
明
（
５
・
２０
）

▽
坂
出

松
成
国
宏
（
５
・
２０
）

▽
秩
父

小
櫃
市
郎
（
５
・
２１
）

▽
門
真

村
田
文
雄
（
５
・
２１
）

▽
藤
井
寺

楠
本
陸
雄
（
５
・
２１
）

▽
浜
松

中
村
勝
彦
（
５
・
２４
）

▽
中
津
川

伊
佐
治
由
行
（
５
・
２４
）

▽
泉
佐
野

宮
本
正
弘
（
５
・
２４
）

▽
大
田
（
東
京
）

高
瀬
三
徳
（
５
・
２５
）

▽
江
東

榎
本
雄
一
（
５
・
２６
）

▽
北

宇
野

等
（
５
・
２６
）

▽
鴻
巣

加
藤
正
二
（
５
・
２７
）

▽
豊
中

喜
多
正
顕
（
５
・
２７
）

▽
墨
田

木
内

清
（
５
・
２８
）

▽
豊
島

堀

宏
道
（
５
・
２８
）

▽
西
予

岡
山
清
秋
（
５
・
２８
）

▽
中
央
（
東
京
）

中
嶋
ひ
ろ
あ
き
（
５
・
３１
）

▽
杉
並

小
泉
や
す
お
（
５
・
３１
）

▽
荒
川

守
屋

誠
（
５
・
３１
）

▽
足
立

古
性
重
則
（
５
・
３１
）

▽
小
田
原

今
村
洋
一
（
５
・
３１
）

▽
貝
塚

泉
谷
光
昭
（
５
・
３１
）

▽
栗
東

�
野
正
勝
（
５
・
３１
）

▽
越
谷

藤
林
富
美
雄
（
６
・
１
）

▽
備
前

津
島

誠
（
６
・
１
）

▽
福
井

栗
田
政
次
（
６
・
２
）

▽
筑
西

新
井
利
平
（
６
・
２
）

▽
深
谷

仲
田

稔
（
６
・
２
）

▽
ふ
じ
み
野

小
高
時
男
（
６
・
２
）

▽
吹
田

由
上

勇
（
６
・
２
）

▽
京
丹
後

池
田
惠
一
（
６
・
２
）

▽
加
西

森
元
清
蔵
（
６
・
２
）

▽
松
山

田
坂
信
一
（
６
・
２
）

▽
大
阪

荒
木
幹
男
（
６
・
３
）

▽
佐
野

岩
�
俊
道
（
６
・
４
）

▽
熊
谷

新
井
昭
安
（
６
・
４
）

▽
飯
能

佐
野
春
雄
（
６
・
４
）

▽
東
松
山

鷺
澤
義
明
（
６
・
４
）

▽
市
川

笹
浪

保
（
６
・
４
）

▽
尾
鷲

南

靖
久
（
６
・
４
）

▽
菊
池

山
瀬
義
也
（
６
・
４
）

▽
島
田

平
松
吉
祝
（
６
・
７
）

▽
吉
野
川

河
野
利
英
（
６
・
７
）

▽
伊
予

久
保

榮
（
６
・
７
）

▽
横
浜

大
久
保
純
男
（
６
・
８
）

▽
銚
子

宮
内
昭
三
（
６
・
８
）

▽
鴨
川

尾
形
喜
啓
（
６
・
８
）

▽
姫
路

山
下
昌
司
（
６
・
８
）

▼
副
議
長

▽
津

平
岡
益
生
（
２
・
１５
）

▽
池
田

馬
坂
哲
平
（
５
・
２０
）

▽
八
尾

浜
田
澄
子
（
５
・
２０
）

▽
彦
根

渡
辺
史
郎
（
５
・
２０
）

▽
笠
岡

妹
尾
博
之
（
５
・
２０
）

▽
坂
出

山
条
忠
文
（
５
・
２０
）

▽
秩
父

金
田
安
生
（
５
・
２１
）

▽
門
真

林
芙
美
子
（
５
・
２１
）

▽
藤
井
寺

岡
本

光
（
５
・
２１
）

▽
浜
松

黒
田

豊
（
５
・
２４
）

▽
中
津
川

吉
村
久
資
（
５
・
２４
）

▽
泉
佐
野

野
口
新
一
（
５
・
２４
）

▽
福
山

黒
瀬
隆
志
（
５
・
２４
）

▽
美
祢

布
施
文
子
（
５
・
２４
）

▽
大
田
（
東
京
）

渡
部
登
志
雄
（
５
・
２５
）

▽
江
東

松
江
恒
治
（
５
・
２６
）

▽
目
黒

つ
ち
や
克
彦
（
５
・
２６
）

▽
北

榎
本
は
じ
め
（
５
・
２６
）

▽
鴻
巣

小
暮

一
（
５
・
２７
）

▽
墨
田

樋
口
敏
郎
（
５
・
２８
）

▽
豊
島

此
島
澄
子
（
５
・
２８
）

▽
西
予

森
川
一
義
（
５
・
２８
）

▽
中
央
（
東
京
）

石
田
英
朗
（
５
・
３１
）

▽
杉
並

渡
辺
富
士
雄
（
５
・
３１
）

▽
荒
川

戸
田
光
昭
（
５
・
３１
）

▽
足
立

前
野
和
男
（
５
・
３１
）

▽
小
田
原

三
廻
部
周
雄
（
５
・
３１
）

▽
豊
中

中
野

修
（
５
・
３１
）

▽
貝
塚

南
野
敬
介
（
５
・
３１
）

▽
栗
東

山
本

章
（
５
・
３１
）

▽
越
谷

藤
森
正
信
（
６
・
１
）

▽
瑞
穂

星
川
睦
枝
（
６
・
１
）

▽
備
前

金
本

享
（
６
・
１
）

▽
福
井

川
井
憲
二
（
６
・
２
）

▽
筑
西

外
山
壽
彦
（
６
・
２
）

▽
深
谷

新
井
愼
一
（
６
・
２
）

▽
吹
田

西
川
厳
穂
（
６
・
２
）

▽
京
丹
後

松
本
聖
司
（
６
・
２
）

▽
加
西

高
橋
佐
代
子
（
６
・
２
）

▽
松
山

八
木
健
治
（
６
・
２
）

▽
北
本

吉
住
武
雄
（
６
・
３
）

▽
大
阪

勝
田
弘
子
（
６
・
３
）

▽
佐
野

篠
原
一
世
（
６
・
４
）

▽
熊
谷

須
永
宣
延
（
６
・
４
）

▽
飯
能

内
沼
博
史
（
６
・
４
）

▽
東
松
山

大
山
義
一
（
６
・
４
）

▽
市
川

荒
木
詩
郎
（
６
・
４
）

▽
尾
鷲

北
村
道
生
（
６
・
４
）

▽
菊
池

坂
井
正
次
（
６
・
４
）

▽
青
梅

羽
村

博
（
６
・
７
）

▽
沼
津

滝
口
文
昭
（
６
・
７
）

▽
島
田

溝
下
一
夫
（
６
・
７
）

▽
吉
野
川

細
井
英
輔
（
６
・
７
）

▽
伊
予

青
野

光
（
６
・
７
）

▽
横
浜

星
野
國
和
（
６
・
８
）

▽
銚
子

櫻
井

隆
（
６
・
８
）

▽
鴨
川

渡
辺
訓
秀
（
６
・
８
）

▽
姫
路

杉
本
博
昭
（
６
・
８
）

▼
事
務
局
長

▽
湖
西

木
下
昌
弘
（
３
・
２３
）

▽
吉
野
川

貞
野
治
夫
（
４
・
１
）

▽
伊
予

久
保
繁
行
（
４
・
１
）

▽
菊
池

永
田
哲
士
（
４
・
１
）

お
知
ら
せ

本
紙
８
月
１５
日
付
第
１
７
６
９

号
は
、
第
１
７
７
０
号
と
併
せ
、

８
月
２５
日
付
第
１
７
６
９
・
７
０

号
と
し
て
発
行
し
ま
す
。

議議
会会
人人
事事

８月５日現在の市数
８０９市

うち

指定都市 １９市

中核市 ４０市

特例市 ４１市

一般市 ６８６市

特別区 ２３区

（３） 平成２２年８月５日 第１７６８号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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社
会
文
教
委
員
会
は
７
月
２９

日
、
東
京
・
全
国
都
市
会
館
で
委

員
会
を
開
き
、
平
成
２３
年
度
社
会

文
教
施
策
に
つ
い
て
の
要
望
を
決

定
。
会
議
終
了
後
、
正
副
委
員
長

は
要
望
実
現
に
向
け
、
関
係
各
方

面
に
対
し
要
望
運
動
を
行
っ
た
。

要
望
事
項
等
は
次
の
と
お
り
。

１
�
地
域
医
療
施
策
�
�
医
師
不

足
・
偏
在
対
策
�
救
急
医
療
の
確

保
・
充
実
�
公
立
病
院
へ
の
財
政

措
置
�
地
域
医
療
再
生
基
金

２
�
保
健
衛
生
施
策
�
�
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
�
細
菌
性
髄

膜
炎
の
予
防
対
策
�
が
ん
検
診
推

進
事
業
�
食
品
安
全
対
策
�
ア
ス

ベ
ス
ト
対
策
�
水
道
事
業
�
自
殺

防
止
対
策

３
�
国
民
健
康
保
険
制
度
及
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
�
�
国
民
健

康
保
険
制
度
の
充
実
�
後
期
高
齢

者
医
療
制
度

４
�
介
護
保
険
制
度
�
�
介
護
サ

ー
ビ
ス
基
盤
整
備
�
財
政
措
置
�

低
所
得
者
対
策

５
�
少
子
化
対
策
等
�
�
妊
婦
健

診
・
不
妊
治
療
へ
の
財
政
措
置
�

子
育
て
世
代
へ
の
支
援
�
保
育
対

策
�
放
課
後
児
童
対
策
�
子
ど
も

手
当
�
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス

テ
ム

６
�
雇
用
対
策
�
�
地
域
雇
用
対

策
�
若
年
者
雇
用
対
策
�
「
協
同

組
合
法
（
仮
称
）
」
の
制
定

７
�
社
会
福
祉
施
策
�
�
障
が
い

者
自
立
支
援
�
生
活
保
護
費
負
担

金
�
年
金
制
度

８
�
環
境
保
全
施
策
�
�
地
球
温

暖
化
対
策
�
廃
棄
物
処
理
対
策
�

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
�
家

電
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
�
海
岸
漂
着

物
対
策
�
皮
革
排
水
処
理
施
策

９
�
文
教
施
策
�
�
教
育
予
算
�

少
人
数
教
育
の
実
現
�
公
立
小
中

学
校
施
設
の
耐
震
化
等

当
日
は
、
厚
生
労
働
省
医
政
局

の
川
谷
良
秀
・
医
師
確
保
等
地
域

医
療
対
策
室
長
補
佐
が
「
地
域
医

療
政
策
の
課
題
」
に
つ
い
て
説
明

し
た
。

建
設
運
輸
委
員
会
は
７
月
２６

日
、
東
京
・
全
国
都
市
会
館
で
委

員
会
を
開
き
要
望
を
決
定
し
た
。

要
望
事
項
等
は
次
の
と
お
り
。

１
�
各
種
交
通
基
盤
整
備
の
推
進

�
�
道
路
整
備
の
促
進
�
新
幹
線

鉄
道
の
整
備
促
進
�
地
域
公
共
交

通
活
性
化
及
び
再
生
の
推
進
�
空

港
整
備
の
推
進
�
港
湾
整
備
の
推

進

２
�
自
然
災
害
対
策
の
推
進
�
�

治
水
対
策
�
地
震
・
津
波
対
策
�

災
害
復
興
支
援

３
�
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
�
�
中

心
市
街
地
活
性
化
の
推
進
�
都
市

公
園
の
整
備
推
進
�
下
水
道
整
備

の
推
進
�
郵
便
局
サ
ー
ビ
ス
の
維

持

４
�
観
光
立
国
の
推
進
�
�
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
着
実
な
推
進
�

観
光
圏
整
備
事
業
の
拡
充

当
日
、
委
員
長
ほ
か
副
委
員
長

の
金
子
芳
巧
・
越
前
市
議
長
�
上

写
真
・
左
か
ら
２
人
目
、
岩
下
早

人
・
薩
摩
川
内
市
議
長
�
同
・
３

人
目
は
、
吉
川
さ
お
り
・
民
主
党

副
幹
事
長
と
面
談
し
、
要
望
実
現

を
求
め
た
。

ま
た
、
南
哲
行
・
国
土
交
通
省

砂
防
計
画
課
長
が
「
今
後
の
砂
防

行
政
」
、
山
口
勝
弘
・
同
省
交
通

計
画
課
長
が
「
交
通
基
本
法
」
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
た
。

都
市
行
政
問
題
研
究
会
（
会
長

�
鎌
田
勲
・
旭
川
市
議
会
議
長
）

は
７
月
２１
日
、
那
覇
市
で
役
員
会

を
開
催
。
「
都
市
の
地
域
再
生
戦

略
〜
市
民
の
明
る
い
未
来
の
た
め

に
〜
」
を
平
成
２２
・
２３
年
度
の
調

査
研
究
テ
ー
マ
案
と
し
て
ま
と

め
、
来
る
８
月
２３
日
に
開
催
さ
れ

る
第
９２
回
総
会
へ
提
案
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。

研
究
会
で
は
２
年
ご
と
に
新
し

い
テ
ー
マ
に
取
り
組
み
、
そ
の
調

査
研
究
の
結
果
を
報
告
書
に
ま
と

め
て
お
り
、
本
年
２
月
に
加
盟
８７

市
へ
研
究
テ
ー
マ
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、

「
都
市
の
地
域
再
生
戦
略
〜
市
民

の
明
る
い
未
来
の
た
め
に
〜
」
が

最
も
多
い
回
答
件
数
と
な
っ
た
。

提
案
理
由
は
、
「
我
が
国
の
財

政
は
、
今
ま
さ
に
危
急
存
亡
の
秋

（
と
き
）
に
あ
り
な
が
ら
も
、
有

効
な
政
策
を
打
ち
出
せ
な
い
た
め

に
、
国
民
の
政
治
へ
の
期
待
感
喪

失
が
根
強
く
存
在
し
、
強
い
て
は

我
が
国
の
危
機
に
ま
で
つ
な
が
り

か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
効
率
的
・

効
果
的
な
地
域
再
生
戦
略
を
進
め

る
た
め
に
、
都
市
の
観
点
か
ら
調

査
研
究
す
べ
き
」
と
し
て
い
る
。

建設運輸委員長
上谷幸彦（西宮市）

交通基盤整備の推進を
建運委が要望まとめ実行運動

２２・２３年度

研
究
テ
ー
マ
案
ま
と
め
る

都
市
研
が
役
員
会
を
開
催

社会文教委員長
石山米男（横手市）

医
師
不
足
・
偏
在
へ
の
緊
急
支
援

社
会
文
教
委
が
要
望
決
定

吉
川
さ
お
り
・
民
主
党
副
幹
事
長（
右
）に
要
望

役員会のもよう鎌田勲・都市研会長
（旭川市）
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